
AI とSNS活用セミナーで「できる」情報発信を体験しよう！
正しく伝わる SNS 投稿ができるようになると、認知拡大・販路拡大・新しい働き方の実現がグッと近
づきます。今回は、最新の生成 AI や Canva などのツールを使って、「情報発信に自信が持てる」よう
になる実践セミナーを開催します！
地域で働きたい方・自社発信を内製化したい方に向けて、初心者でも取り組める内容で、「やってみた
くなる」体験をご提供します。

問い合わせ　商工戦略課　☎22−3290　または　株式会社あわえ anan_event@awae.co.jp

【第１回　10月4日㈯　リアル講座】
AI とSNS の基礎解説・投稿事例の紹介。AI でテ
キスト作成、Canva で画像制作（実践ワーク）
時間　15:00～17:00

【第２回　11月８日㈯　オンライン（Zoom）】
クリエイティブをシェアしながら、講師や他の参
加者とフィードバックを行い、次につながるヒン
トを得ます。
時間　13:00～15:00

<共通事項>
場所　あなんスマートワーク・オフィス　那賀川

町上福井南川渕14番地１（科学センター
敷地内）

対象者　・阿南市在住、在勤の方・テレワークや
副業に関心がある方・自社の発信を外
注せず行いたい事業者の方・AI や
SNS を触ってみたい方

持参物　スマートフォン、パソコン（投稿作成や
オンライン受講に使用）

講師　ホリデー株式会社　執行役員 小野村
　　　　　　　　　　　　（AI ／ SNS活用講師）

AI クリエイティブ、観光・地域支援など
幅広く現場で活用している講師がわかりや
すくサポートします。

定員　20人（先着順）
申込方法　２次元コードからお申

し込みください。

短期英会話講座②受講生募集
英語を学びたい方、英会話のレベルを高めたい
方の参加をお待ちしています。ＡＬＴの先生か
ら、楽しく、丁寧に教えていただけます。
日時　９月 25 日㈭から 10 月 30 日㈭までの
　　　毎週木曜日（全６回）19:30 ～ 20:45
場所　那賀川社会福祉会館（那賀川町苅屋

357 番地１）
定員　15 人（先着順）　　参加費　無料
対象　市内に在住または市内の事業所に勤務し

ている方（学生は除く）
講師　ALT　グレース・オニールさん
　　　（USA・女性）
申込締切日　９月 21 日㈰

　　問い合わせ　那賀川社会福祉会館 
　　　　　　　　☎42−3319
　　　※受付は火～金曜日14:00～20:00
　　　　土、日曜日 9:00～17:00
　　　　（月曜日、祝日は休館）

はかりの定期点検

問い合わせ　徳島県立工業技術センター
　　　　　　☎088−669−6369
　　　　　　または、商工戦略課
　　　　　　　　　　☎22−3290

取引および証明に使用する「はかり」をお持ちの方
は、計量法に基づく定期検査を受けてください。

実施日 受付時間 実施場所
10月  1日㈬ 10:00 〜 15:00 那賀川支所
    　  2日㈭ 10:00 〜 15:00 （旧）羽ノ浦支所

    　  3日㈮
10:00 〜 12:00 加茂谷公民館
13:00 〜 15:00 長生公民館

    　  6日㈪
10:00 〜 12:00 桑野公民館
13:00 〜 15:00 新野公民館

    　  7日㈫
11:00 〜 12:00 椿泊漁業協同組合
13:00 〜 14:00 椿公民館
15:00 〜 16:00 福井公民館

    　  8日㈬ 10:00 〜 15:00 橘公民館
    　  9日㈭ 10:00 〜 15:00 見能林公民館
    　10日㈮ 10:00 〜 15:00 ひまわり会館
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10月１日は「浄化槽の日」です
年１回は浄化槽の水質検査を受けましょう！
◆法定検査　浄化槽を設置している場合は、法律により
１年に１回、放流水の水質検査を受検することが義務づ
けられています。この検査は、徳島県知事が指定した機
関である（公社）徳島県環境技術センターが実施します
ので、通知があった場合は、必ず受検してください。今
年度は、９月 16 日㈫～ 30 日㈫の期間で対象施設には
連絡・訪問します。※浄化槽法により、未受検者には罰
則規定が設けられています。
◆保守点検　浄化槽の保守点検は、２～４カ月に１回以
上実施しなければなりません。この保守点検を行うため
には専門的な知識や器具が必要ですので、県知事に登録
した専門業者に委託して実施してください。
◆清掃　浄化槽の清掃は１年に１回以上実施することが
義務づけられています。阿南市が許可した業者に委託し
てください。

問い合わせ  公益社団法人徳島県環境技術センター
　　　　　  ☎088−636−1234
　　　　　  浄化槽なんでも相談窓口
　　　　　  ☎088−636−1177
　　　　　  環境保全課　☎22−3413

野焼き（野外焼却）は
法律で禁止されています！

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律（廃棄物処理法）」により原則禁止され、
小型焼却炉やドラム缶を使用したり、地面に
穴を掘って焼却することも禁止されています。

「隣の空き地や畑でごみを燃やしていて臭い
がする」「煙がひどく洗濯物が干せない」と
いったごみの野焼きに関する苦情が市に多く
寄せられており、悪臭や煙のためにご近所の
方の迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類
などの有害物質の発生原因にもなりかねませ
ん。
また、全国的に野焼きを原因とした火災も多
発しており、大規模な火災に発展している事
案もありますので、野焼きはやめましょう。
農業、林業または漁業を営むためにやむを得
ないものとして行われる廃棄物の焼却等、野
外焼却禁止の例外となる焼却行為であっても、
苦情が発生しないように風向き、場所等にご
配慮のほどお願いします。

問い合わせ 環境保全課 ☎22−3413
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